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船舶事故調査報告書 

 

                              令和６年７月１７日 

                        運輸安全委員会（海事部会）議決 

                         委 員 長  武 田 展 雄 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  早 田 久 子 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年３月１５日 ２１時１３分ごろ 

発生場所 福井県美浜町早瀬漁港北東方沖 

 早瀬港防波堤灯台から真方位０３５°４５０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３７.２′ 東経１３５°５４.８′） 

事故の概要 遊漁船新漁
しんりょう

丸は、釣り場に向けて北進中、また、遊漁船Sea
シ ー

 Bravo
ブ ラ ボ ー

は、遊漁を終えて南進中、両船が衝突した。 

新漁丸は、釣り客のうち１人が死亡し、１人が重傷を、１人が軽傷

を負い、右舷船首部から操舵室右舷側にかけての圧壊等を生じ、ま

た、Sea Bravo は、船首部及び右舷船底部に破口等を生じた。 

事故調査の経過  令和５年３月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官ほか２人

の船舶事故調査官を指名した。 

 令和５年３月１８日～２０日、２６日、２７日現場調査及び口述聴

取 

 令和５年４月１１日、６月１２日～１６日、１９日～２１日、２５

日、２６日、２９日、７月１１日、１４日、８月２８日、９月３日、

２９日、１０月２日回答書受領 

 令和５年６月３０日、７月２７日、３１日、８月２日、１０月２６

日口述聴取 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 新漁丸、９.１トン 

   ＦＫ２－２２４７（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.５２ｍ（Lr）×３.３８ｍ×１.２２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３８２.４５kＷ、平成６年５月２６日 

   第２９０－４３７１７号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 遊漁船 Sea Bravo、４.８トン 

   ＦＫ３－１１５０２（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.６５ｍ（Lr）×２.７２ｍ×０.９０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３５６.７０kＷ、平成９年１１月１９日 

   第２５１－１７８８６号（船舶検査済票の番号） 
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（写真１及び写真２ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 乗組員等に関する情報 (1) 年齢、操縦免許証 

Ａ 船長Ａ ５９歳 

      一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

       免許登録日 昭和６０年３月２５日 

       免許証交付日 令和元年５月２９日 

              （令和７年３月２４日まで有効） 

     釣り客Ａ１ ６５歳 

     釣り客Ａ２ ６８歳 

     釣り客Ａ３ ４１歳 

   Ｂ 船長Ｂ ６１歳 

      一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

       免許登録日 昭和６０年３月２５日 

       免許証交付日 令和３年５月２４日 

              （令和８年６月２６日まで有効） 

(2) 船長の主な乗船経験等 

   船長Ａ 漁業及び遊漁船業 約４３年 

   船長Ｂ 漁業及び遊漁船業 約３０年 

(3) 遊漁船業者の登録状況等 

船長Ａ及び船長Ｂは、遊漁船業の適性化に関する法律（昭和 

６３年法律第９９号）（以下「遊漁船業法」という。）に基づき、

福井県知事から遊漁船業者の登録を受け、自らを遊漁船業務主任

写真１ Ａ船 

写真２ Ｂ船 
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者に選任していた。また、遊漁船業法第１１条（現行法第４条）

に基づく遊漁船業の実施に関する規程を作成し、福井県知事に届

け出ていた。 

本事故当日、船長Ａ及び船長Ｂの健康状態は良好であった。 

 死傷者等 Ａ 死亡 １人（釣り客Ａ１）、重傷 １人（釣り客Ａ２）、軽傷 １人 

（釣り客Ａ３） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部から操舵室右舷側にかけての圧壊等（廃船） 

Ｂ 船首部及び右舷船底部に破口等 

（付図１ Ａ船及びＢ船の損傷状況 参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風速 約２.０m/s、視程 約２０km 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客Ａ１、釣り客Ａ２及び釣り

客Ａ３ほか釣り客８人を乗せ、法定灯火のほか、操舵室及びキャビン

の外壁周囲に設置されたＬＥＤ作業灯を点灯し、いか
．．

釣りの遊漁の目

的で、令和５年３月１５日２１時０７分ごろ、福井県若狭町常
つね

神
かみ

岬西

方の釣り場に向けて早瀬漁港を出港した。 

（付図２ 事故発生経過概略図 参照） 

早瀬漁港は、美浜町早瀬東方の若狭湾に面した南北に延びる陸岸沿

いに位置し、同漁港北部に陸岸から南東方に長さ約３５０ｍの北防波

堤が設置されていた。 

船長Ａは、操舵室で立った状態で目視による見張りを行いながら手

動操舵により操船し、２１時１１分ごろ、北防波堤の南東端に設置さ

れた早瀬港防波堤灯台（以下「本件灯台」という。）を左舷方に見

て、約８ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、針路を北

方に向くように左転した。 

（写真３ 参照） 
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船長Ａは、北防波堤の南東端を通過する頃、他船の釣果などを確認

する目的で、既に遊漁に出ていた同業者と携帯電話を使用して会話を

始めた。 

また、北防波堤の南東端から北北西方約１kmに位置する甲
こう

ケ
が

埼
さき

北方

海域には、三角形の定置漁業区画（以下「本件定置区画」という。）

が敷設されており、その範囲を示すために、北東端に赤色、北西端及

び南端に緑色の灯浮標がそれぞれ設置されていた。 

船長Ａは、本件定置区画と陸岸との間の「船通し」と呼ばれる小型

船の可航域（幅約１００ｍ未満）を通航しようと、ふだんから夜間の

針路目標としていた左舷船首方の本件定置区画の南端を示す緑灯（以

下「本件緑灯」という。）を目視で確認しながら航行した。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 本件緑灯と船通しの位置 

一般財団法人日本水路協会発行の航海用電子参考図（new pec）使用 

早瀬漁港 

本件緑灯 

甲ケ埼 

船通し 

赤灯 本件 

定置区画 
緑灯 

北防波堤 

若狭湾 
早瀬漁港 

本件灯台 

写真３ 北防波堤 

本件灯台 

500m 

1km
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船長Ａは、０００°（真方位、以下同じ。）の針路及び約８kn の速

力で北進中、２１時１３分ごろ、引き続き携帯電話で同業者と会話を

続け、本件緑灯を見ながら針路を北西方に向けようとしていたとき、

突然大きな衝撃を感じ、Ｂ船と衝突したことに気付いた。 

左舷船首部の釣り座に座っていた釣り客Ａ３は、Ｂ船が乗り上がっ

ているのを見て、右舷船首部の釣り座に座っていた釣り客Ａ₁及び釣

り客Ａ₂が負傷していることに気付き、１１９番通報を行った後、続

いて１１８番通報を行った。 

船長Ａは、負傷者が発生していること、Ａ船が自力航行可能なこ

と、Ｂ船が航行を開始したことを確認し、早瀬漁港に向けて帰航し

た。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り客７人を乗せ、１２時００

分ごろ早瀬漁港を出港し、日中、釣り場を移動しながらたい
．．

釣りなど

の遊漁を行った後、１８時３５分ごろから早瀬漁港北方沖約５海里

（Ｍ）の釣り場で、いか
．．

釣りの遊漁を行っていた。 

船長Ｂは、２１時００分ごろ、遊漁を終え、早瀬漁港に向け、法定

灯火を表示の上、操縦席に腰を掛けた状態で、主機を回転数毎分

（rpm）約１,６００とし、手動操舵により約１７knの速力で、針路を

本件灯台の少し東方に向かう約１８０°として帰航を開始した。 

船長Ｂは、約１５kn以上に速力を上げると、Ｂ船に船首浮上による

死角が発生することを認識しており、ふだんから港の出入口付近や左

右舷に他船を見掛けたときは、操縦席から立ち上がり、天井の開閉式

ハッチを開け、顔を外に出して死角を補う見張りを行っていた。 

（写真４、写真５及び写真６ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４            写真５ 

船長Ｂが腰を掛けた状態(再現) 船長Ｂが立ち上がった状態(再現) 

 

 

 

開閉式ハッチ 
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立ち上がった状態での 

顔の位置 

 

腰を掛けた状態での 

顔の位置 

 

 

 

写真６ 船長Ｂが顔を外に出して見張りを行う様子（再現） 

 

船長Ｂは、２１時１０分ごろ、本件定置区画北東端の赤灯を右舷に

見て通過する頃、早瀬漁港までの距離が約１Ｍとなったので、出港船

の有無等、船首方の状況を確認しようと、立ち上がって開閉式ハッチ

から顔を外に出して見張りを行ったが、前路に他船を認めず、船首方

に航行の支障となる船舶はいないと思い、また、寒さを感じたので、

開閉式ハッチを閉めて再び操縦席に腰を掛けた。 

船長Ｂは、ふだんから主機内のカーボンを除去し、主機の性能を維

持する目的で、本件灯台の手前で一時的に増速し、その後、主機を中

立運転として惰性で入港するようにしており、２１時１２分ごろ、主

機を約２,０００rpm に増速した。 

Ｂ船は、約２３knの速力となった２１時１３分ごろ、船長Ｂが、操

舵室後部にいた釣り客が発した「危ない」という声を聞き、右舷船首

至近にＡ船の明かりを認めたが、何らの動作をとる間もなく、Ｂ船の

右舷船首部とＡ船の右舷船首部とが衝突した。 

船長Ｂは、釣り客の負傷の有無を確認後、船体色から衝突したのが

船長Ａが運航するＡ船であることに気付き、船長Ａの携帯電話に連絡

したものの通じなかった。船長Ｂは、Ｂ船の浸水の危険を感じたの

で、Ａ船が自力で航行できていることを確認した上で、早瀬漁港に向

かった。 

釣り客Ａ１及び釣り客Ａ２は、２１時１９分ごろ、Ａ船が早瀬漁港に

着岸した後、到着した２台の救急車によって、福井県小浜市内の病院

及び福井県敦賀市内の病院にそれぞれ搬送された。 

釣り客Ａ１は、搬送後、医師により死亡が確認された。釣り客Ａ１の

死因は、出血性ショックであり、主要所見として頭蓋骨骨折、左上腕

骨骨折、肺裂創があり、受傷から死亡までの期間は短時間と検案され

た。また、釣り客Ａ２は、左上腕骨骨幹部骨折、左橈
とう

骨
こつ

骨幹部骨折等

により、全治約３か月程度の重傷を負った。 

釣り客Ａ３は、後日病院を受診し、頸
けい

椎
つい

捻挫と診断された。 
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（付表１ Ａ船のＧＰＳ記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項 (1) Ａ船の運航状況 

Ａ船にはＧＰＳプロッターが搭載されており、３０秒間隔で記

録されていた航跡によれば、Ａ船は、早瀬漁港を出航してから、

約４分後に北防波堤を通過し、約６分後に衝突場所に至り、約 

１２分後に早瀬漁港に帰港した。 

(2) 船長Ａの見張りの状況等 

船長Ａは、県内の遊漁船事業者を対象とする任意団体に加入し

ており、同団体によって早瀬地区を含む県南地域では夜間の出入

港時間が、１７時ごろに出港して００時ごろ帰港する便と２１時

ごろに出港して０５時ごろ帰港する便とに統一されていたので、

本事故当時早瀬漁港に入港する船舶はいないと思っていた。 

船長Ａは、レーダーを作動させていたが、主に外海に出てから

使用しており、早瀬漁港付近では、標高の高い陸岸が近く、感度

の調整が難しく他船が映りづらいと思っていたので、ふだんから

目視による見張りを行っていた。 

(3) Ａ船の釣り客の状況 

Ａ船の釣り客は、１０人が甲板上の全周に設置された釣り座

で、１人がキャビン内で、それぞれ釣りの準備や休息をしてい

た。 

 （図２ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 衝突時の釣り客の乗船位置（Ａ船） 

 

(4) Ｂ船の運航状況 

Ｂ船は、冬季は遊漁船業を休業しており、本事故発生当日が令

和５年の営業開始初日だった。また、船長Ｂは、Ａ船が加入して

いる遊漁船事業者を対象とする任意団体には加入しておらず、釣

り客の要望に応じて臨機に出航時間及び帰航時間を決定してお

り、同団体が定めた入出港時刻の統一ルールを知らなかった。 

(5) 船長Ｂの見張りの状況等 

船長Ｂは、Ｂ船を令和３年１２月に中古で購入し、購入時から

レーダーが故障していて使用できない状態であったが、Ｂ船購入

以前に使用していた船舶でもレーダーを使用することがなかった

船長 

釣り客Ａ１（死亡） 釣り客Ａ２（重傷） 

釣り客Ａ３（軽傷） 
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ので、不都合を感じていなかった。Ｂ船は、速力が約１５kn を超

えると船首浮上による死角が生じていた。船長Ｂの口述に基づき

計測したところ、本事故発生当時、Ｂ船が約１７～２３kn の速力

で航行していたので、操縦席に腰を掛けた状態で船首方には正船

首から左舷約８°、右舷約５°の範囲に死角が生じ、前方の海面

が見えない状態であった。 

 （図３及び図４ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 船首方の見通し状況（Ｂ船） 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 死角の範囲（Ｂ船） 

※ 図２、図３、図４は、３Ｄスキャナ及び点群処理ソフトウェアを

使用して作成した。 

 

(6) Ｂ船の航海用レーダー反射器の設置状況 

小型船舶安全規則第８４条の３においては、昼間のみを航行す

るものを除き、小型船舶に航海用レーダー反射器の備付けを義務

付けているが、海上交通安全法第１条第２項に規定する同法を適

用する海域（輻輳
ふくそう

海域）を日没から日の出までの間航行しない船

舶については、小型船舶安全規則第８４条の３ただし書に基づ

き、特別民間法人日本小型船舶検査機構が定める基準により、義

務付けの適用除外となっている。Ｂ船の定期検査記録によれば、

Ｂ船は、この適用除外となっていた。Ｂ船は、本事故当日も同反

射器を備え付けていなかった。 

分析  

操縦席に腰を掛けた姿勢での船長の目高

（停船時） 

操縦席 

約 8° 

約 5° 

死角 
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 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

(1) 操船及び見張りの状況に関する解析 

① Ａ船 

Ａ船は、早瀬漁港北東方沖において、釣り場に向けて北進

中、船長Ａが、携帯電話で同業者との会話に意識を向け、針路

目標である左舷船首方の本件緑灯を見ながら航行を続け、正船

首方の見張りを適切に行っていなかったことから、正船首方か

ら法定灯火を表示して接近するＢ船に気付かずにＢ船と衝突し

たものと考えられる。 

船長Ａは、本事故当時、早瀬漁港では、ふだん入港船がいな

い時間帯であると思っていたので、船首方に航行の支障となる

船舶はいないと思い込んでいたことから、携帯電話で同業者と

の会話を続けた可能性が考えられる。 

② Ｂ船 

Ｂ船は、早瀬漁港北方沖において、遊漁を終えて南進中、船

長Ｂが、早瀬漁港まで約１Ｍとなった地点で前路に他船を認め

ず、船首方に航行の支障となる船舶はいないと思い込み、船首

浮上による死角が生じた状態で航行を続け、船首方の死角を補

う見張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船の存在に気

付かずに約２３kn に増速し、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

Ａ船が作業灯を点灯した状態でＢ船の船首方を航行していた

にもかかわらず、船長Ｂが開閉式ハッチから顔を外に出して見

張りを行った際にＡ船の存在に気付かなかったのは、操舵室天

井の開閉式ハッチを開け顔を外に出して船首方の死角を補う見

張りを行ったのが２１時１０分ごろであったのに対し、Ａ船が

北防波堤南東端を通過したのが２１時１１分ごろであったこと

から、Ａ船の灯火等が北防波堤に遮られて視認することができ

なかったことによる可能性があると考えられる。 

Ｂ船が約２３kn に増速したことにより、衝突の際の衝撃が強

まり、被害の程度を大きくすることに関与した可能性が考えら

れる。 

(2) Ａ船及びＢ船の損傷に関する解析 

Ａ船及びＢ船の損傷状況から、Ａ船の右舷船首部とＢ船の右舷

船首部とが真向かいに近い状態で衝突し、Ｂ船がＡ船の右舷に乗

り上がったものと推定される。 

(3) 釣り客Ａ１及び釣り客Ａ２の受傷に関する解析 

釣り客Ａ１及び釣り客Ａ２は、上記(2)記載のとおり推定されるこ
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とから、衝突の衝撃によって、Ａ船の右舷船首部の釣り座に座っ

ていた２人の釣り客の上半身がＢ船の船体に当たるなどして、釣

り客Ａ１が出血性ショックにより死亡し、釣り客Ａ２が左上腕骨骨

幹部骨折、左橈骨骨幹部骨折等により、全治約３か月程度の重傷

を負ったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、早瀬漁港北東方沖において、Ａ船が釣り場に向け

て北進中、Ｂ船が遊漁を終えて南進中、船長Ａが、携帯電話で同業者

との会話に意識を向け、針路目標である左舷船首方の本件緑灯を見な

がら航行を続け、正船首方の見張りを適切に行っておらず、また、船

長Ｂが、早瀬漁港まで約１Ｍとなった地点で前路に他船を認めず、船

首方に航行の支障となる船舶はいないと思い込み、船首浮上による死

角が生じた状態で航行を続け、船首方の死角を補う見張りを適切に 

行っていなかったため、両船が互いの存在に気付かずに接近し、衝突

したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、日頃から慣れている海域であっても、経験上での時間帯

による船舶交通の傾向のみに頼って他船の有無を判断することな

く、常時、適切な見張りを行うこと。 

・船長は、変針地点付近において、変針目標などの特定の物標に注

意し過ぎることなく、全周にわたり適切な見張りを行うこと。 

・入出港時、変針地点付近、他船と接近時など、注意を要する状況

では、携帯電話や無線による通話を控え、操船に集中すること。 

・入出港する船舶の船長は、防波堤等の港湾設備により他船の存在

が視界から遮られる場合があるので、突然、近距離で相手船舶を

視認しても臨機の避航措置が採れる安全な速力で航行すること。 

・船首方に死角の生じる船舶を操船する船長は、船首を左右に振

る、操舵室から顔を出す、レーダーを活用するなど、あらゆる方

法で死角を補い、接近する他船の早期発見に努めること。 

・船長は、航海用レーダー反射器の備付けが免除されている小型船

舶であっても、安全確保の観点からこれを備え付けることが望ま

しい。 

・船舶所有者は、船舶を建造又は改造する場合には、できる限り船

首方の視界を確保することが望ましい。 

船長Ａは、本事故後、次の措置を講じた。 

船首部に赤外線カメラを設置して、夜間の見張りを強化した。 

船長Ｂは、本事故後、次の措置を講じた。 

(1) レーダーを新替えして使用できる状態とした。 

(2) 船尾部に船首浮上を軽減させるトリムタブ（船尾に取り付け、

油圧により角度を調整することで船体の傾きを制御する可動
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翼）を取り付け、船首方の死角を解消した。 
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付図１ Ａ船及びＢ船の損傷状況 
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付図２ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般財団法人日本水路協会発行の航海用電子参考図（new pec）使用 
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付表１ Ａ船のＧＰＳ記録（抜粋） 

 

船 位 

北 緯 

（°-′） 

東 経 

（°-′） 

35-37.032 135-54.459 

35-37.032 135-54.458 

35-37.031 135-54.458 

35-37.032 135-54.458 

35-37.032 135-54.459 

35-37.033 135-54.459 

35-37.023 135-54.469 

35-37.014 135-54.527 

35-36.988 135-54.600 

35-36.994 135-54.677 

35-37.045 135-54.730 

35-37.106 135-54.767 

35-37.169 135-54.793 

35-37.214 135-54.797 

35-37.229 135-54.792 

35-37.238 135-54.791 

35-37.251 135-54.807 

35-37.187 135-54.807 

35-37.124 135-54.783 

35-37.061 135-54.738 

35-37.016 135-54.673 

35-37.012 135-54.589 

35-37.030 135-54.511 

35-37.036 135-54.470 

35-37.031 135-54.459 

35-37.032 135-54.458 

35-37.033 135-54.458 

 

※船位は、キャビン上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、また、３０秒間隔で記録され

たものである。 


